
第７回　幹事会　議事録

２０２２年１０月１８日

幹事長　　飯　島　奈　絵
１．日　　時		２０２２年１０月１８日（火）午前１２時～午後１時
１．場　　所		堂島法律事務所会議室及びＺｏｏｍミーティング
１．出席幹事　＜五十音順・敬称略＞
【Ｚｏｏｍミーティングによる出席】
　荒木　晋之介　有村　とく子　飯島　奈絵　　井上　耕史　　奥村　昌裕　　尾崎　一浩　　 河村　利行　久保井　一匡　島尾　恵理　　田島　義久　　田積　祥子　　　富井　和哉　　中島　宏治　　西田　　敦　　西原　和彦　　原野早知子　　　堀　　智弘　　堀川　智子　　松井　淑子　　宮下　泰彦安原　邦博　　　
（オブザーバー：下枝歩美（議事録作成））

幹事総数　　　　　　　　　８７名
出席幹事の数　　　　　　　２１名
委任状による出席幹事の数　１７名
合計　　　　　　　　　　　３２名

　上記のとおり定足数に足る幹事の出席があったので，本幹事会は適法に成立し，幹事長飯島奈絵は本幹事会の議長として副幹事長田積祥子を指名した。議長は，開会を宣し，直ちに議案の審議に入った。

【議事の内容】

１　　定時総会（１２月総会）開催の件【決議】
　１２月２６日（月）午後６時～＠大阪弁護士会館１００１・１００２号室
　
幹事長：
総会へのオンライン出席について会則改正を検討している。オンラインで質疑応答に加えて、決議までできるようにするのかという問題がある。決議まで認める場合も、総会は定足数があるため、委任状の提出もお願いすることになる。委任状を提出いただいた上でのカウントについて、今から、試させていただきたい。

富井副幹事長にて幹事会出欠表を画面共有した。

議長は、委任状提出者の氏名を読み上げ、出席者各自にご自身が委任状を提出したか否かをご確認いただいた上で、委任状提出者と、提出をしていない方を分けて、採決を行った。

委任状を提出し、本議案に賛成６名
委任状を提出し、反対０名
委任状を提出し、棄権保留０名
委任状未提出、賛成１５名
委任状未提出、反対０名
委任状未提出、棄権保留０名

委任状提出１７名＋１５名＝３２名

議長は原案の可決承認を報告した。

２　　会費免除申請承認の件【報告】

議長：
６５期の牛尾先生から傷病を理由として会費の一部免除申請があった。会　　　費免除については幹事長に一任する決議がなされており、幹事長が年間の会費免除を承認した。

３　　上田大弁副会長　女性理事者努力義務規定新設の説明【説明および議論】
　　　（幹事会資料７：副会長ご用意の資料１～８）

上田副会長：
今年度の福田執行部はダイバーシティを掲げている。男女共同参画推進本部から資料１－１にあるとおり、「理事者における女性会員の人数を２名以上となるように努めなければならない」という規定の新設を求める上申がなされた。
平成２１年に大阪弁護士会男女共同参画推進基本計画が策定され（現在は第三次基本計画）、理事者に占める女性の割合を女性会員の割合と同程度以上とし、その状態を継続することが目標として掲げられた。しかし、自助努力では達成されなかった。そこで令和元年に、「大阪弁護士会の理事者選任に占める女性会員の割合を高める方策検討プロジェクトチーム」（通称割合PT）が立ち上げられ、答申が出された（資料２）。そこでは、積極的改善措置（ポジティブアクション）の導入、その具体的方策として、会則を改正し努力義務規定を新設すること、女性会員の理事者就任を支援・促進するための環境整備等を所管する機関・部署を設置すること、会派間申し合わせを支援すること、５年経過後に達成していない場合には、より積極的なポジティブアクションを検討することが求められた。
答申を受けて、川下執行部の時に作られたのが資料３であり、促進派と懐疑派の意見がまとめられている。懐疑派から、理事者である以上、２名以上でないと意見がいえないということもないし、意見が反映されないということもない。女性会長も出ている、民主主義に抵触する、多様性という発想ならば女性という性別にこだわるのはもう古い、等の意見が出た。
これを経て、川下執行部の方針が出た（資料４）。臨時総会において会則改正議案を諮るかについては明言しなかった。会派の申し合わせに介入しないことを明言した。
環境整備をする機関として、「女性会員が大阪弁護士会の理事者に就任することを促進するための環境整備等の検討プロジェクトチーム」が設置された。活動内容や範囲については資料５。
２０２０年に女性会員へのアンケートを行い、取りまとめた。
田中執行部は、副会長の負担軽減策を取りまとめた
男女共同参画推進本部は、基本計画の目標達成が難しい見通しであることから、上申書（資料１－１）を提出した。
資料６は、単位会の女性理事者の選出方法について記載。
以上を踏まえて、努力義務新設についての可否、当否について意見を伺いたい。
社会の要請に加えて、会にとっての必要性、メリットを考えたい。
①努力義務を負うのは執行部なのか、会員なのか
②議論を経て２名以上と提案されているが、割合で定めることの当否
③女性理事者、すなわち会長と副会長、女性会長がでたのは一人だけ春秋会から石田法子先生。副会長の数、割合を定めたほうが良いのか
④努力義務とはいえ、定めるということは選挙制度に影響するのではないか。環境整備にとどめるべきではないのか。
⑤その他、ジェンダレスの視点をどう見るのか、理事者に限定するのか等
について意見をいただきたい。

Ａ幹事：
努力義務規定さえない現状においては、昨今の趨勢からいって、努力すらしないというネガティブになりかねない。ぜひ努力義務規定を設けていただきたい。
女性０の年があっても２人の年があれば、平均して女性会員比率を超えるとする意見があるが、毎年そこに女性が存在することが必要。
２名とすると女性割合を下回ることはないかとの話もあるが、大阪弁護士会の女性の割合は２０％ぐらいであり、女性会員の割合が急激に増加するということも考えにくいので、２名としても女性会員の割合以下となることは当面ないと思われる。
会長・副会長に関しては、個人的な意見であるが、副会長で２名必要と考える。第二東京弁護士会が一番進んでいる。

幹事長：
努力義務、２名以上とすべきことは、Ａ幹事と同意見。
女性会長を別枠にすることは初めて聞いたが、会長＋副会長２人、合計３人の女性が入る年もあると望ましい。
大阪弁護士会では、２０２３年度の会長副会長は女性０になる見込み。この時代にとても恥ずかしい状況。

Ｂ幹事：
春秋会はこれまでも女性候補者を出しており、反対意見は少ないかと思う。
ここには、将来の女性理事者候補者となるべき方が多数おられる。ぜひ我がこととして考えていただきたい。
私が、川下執行部にいた時は、反対意見だった。各会派の状況がバラバラすぎて、意味がないと思っていた。その後、各会派の取り組みがあり、状況が変わってきた。２０２３年会長副会長は全員男性。努力義務の規定を設けることもよいと考える。

上田副会長：
資料７は第二東京弁護士会の会則の一部改正。クオーター制を設けた。
３７条２項では、男性及び女性の比率がいずれも３０％以上になるよう努めなければならないとし、３７条の２ではクオーター制が定められている。
今日ではなくとも、幹事、春秋会員のみなさまから、幹事長や黒田副会長、上田まで忌憚な意見をいただければと思う。

Ｃ幹事：
努力義務規定をいれることに賛成。任意団体で事務局長を務めたことがあるが、役を引き受けてくれる人を探すのが難しい。大阪弁護士会の副会長となると、経済的問題や家庭の問題もあり、もろもろの問題を乗り越えていかないといけない。努力義務として明言し、後押しすることが大事。

４　　各種委員会からの活動報告／選考，政策，広報，研修，親睦，若手会 

（１）政策委員会（委員長：中島宏治）
①政策シンポ
　１０／７（金）１８：３０～＠１２０５号室＋Ｚｏｏｍ（ハイブリッド）
　テーマは「人権と業務」－「ひまわり」の活動にスポットを当てた。
アンケートの回収数は少なかったが、具体的な意見・感想をいただけた。参加者４０名。
②第２弾企画：弁護団活動について
　　　２月１３日で調整中。会場を予約出来たら正式決定。

若手が政策委員会に入っていない。一本釣りをして、次年度に活かしたい。

（２）広報委員会（委員長：堀川智子）
幹事会の資料を、これまでは広報委員会がホームページにアップしていたが、来月から嘱託にお願いすることになった。早めに幹事会資料を送っていただくようご協力いただきたい。
ニュースレターの電子版ができた。印刷版は簡素になっているが、希望の方は堀川へ。
春号は役員応援号。推薦の承認がされるかと思うので、応援原稿にご協力をお願いする。
広報委員会では、委員会後に懇親会を開催しており、委員会活性化費用の申請を行った。

（３）研修委員会（担当副幹事長：田積祥子）
１１月７日に行われる岡口企画に重点的に対応中。反響が大きく、オンライン４２０名以上、リアルも枠を拡大し６０名になった。リアルを９０名くらいまで増やしたいと考えている。
着こなし研修は、春先にリアルで開催する。

（４）親睦委員会（担当副幹事長：西田敦）
　　今月２８、２９日に金沢新人歓迎旅行を行う。３４名が参加、うち１６名が７３、７４期。
『ワインのゆうべ』は１１月２２日にリーガロイヤルで開催する。同伴者含め４０名程度を募集。
７５期向けの新人歓迎会は２月１３、２０日が候補日。歓迎旅行は３月１８日（土）、１９日（日）が候補日。

（５）若手会（担当副幹事長：富井和哉）
破産研修の２回目を行い。１３名参加いただけた。
今後は、グランピング、若手会対抗ゴルフを予定している。
また、美食会とうい新しい企画を予定している。
追いコンの日程は検討中である。

（６）選考委員会（幹事長）
　１２月の総会で、高江会員を春秋会が推薦する副会長候補者として選出する予定。
　
５　　大弁会務・日弁連理事会報告（大阪弁護士会副会長：黒田愛）
（１）大阪弁護士会
前回幹事会以降、今回までの間に会長声明はなかった。
司法記者クラブと昼食懇談会を行った。
外国語での法律相談の予約受付を開始した。
最高裁判所裁判官候補者推薦に関する協議会があり、大阪から１名、春秋会の増田勝久会員を推薦する。
（２）近弁連
　　　近弁連人権大会（１１月２５日）のシンポジウムは、
第１分科会　日本学術会議会員任命拒否問題からみる行政と「法の支配」
第２分科会　日本の死刑制度はどうなっているのか？
大会では７本の決議案が出る。
（３）日弁連
　　　９月２９日、３０日に旭川で人権大会があった。
　１０月１８日の今日は理事会を開催中。
審議事項は死刑廃止に伴う代替刑の制度設計（継続）等

６　　各種行事の案内
以上

